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運転時間2

１ ２日平均１日の運転時間
（改善基準告示第４条第１項第６号）

２日を平均した１日当たり（２日平均１日）の運転時間は、９時間以内です。

・ ２日（始業時刻から起算して48時間のことをいう。）平均１日の運転時間の算定に当たっては、特定の日を
起算日として２日ごとに区切り、その２日の平均を計算します。

・ この特定日の運転時間が改善基準告示に違反するか否かは、次の①②のいずれもが９時間を超えた場合
に、初めて違反と判断されます。

〈 ポイント 〉 2日平均１日の運転時間の計算方法

特定日の前日（Ｎ－１日）

Ｂ時間 Ａ時間 Ｃ時間

特定日（Ｎ日） 特定日の翌日（Ｎ＋１日）

が、いずれも９時間を超えた場合に初めて改善基準告示違反

改善基準告示違反にはなりません。

４月１日

運転時間10時間 運転時間9時間 運転時間9時間

４月３日４月２日

と
Ｂ時間 ＋ Ａ時間

　
２

Ａ時間 ＋ Ｃ時間
　
２

と
10時間（４月１日） ＋ ９時間（４月２日）　

　
２

９時間（４月２日） ＋ ９時間（４月３日）
　
２

（図）２日平均１日の運転時間の考え方（４月1日、4月2日、4月3日に運転した場合）

前半は９時間を超えていますが、　　　　　　　　 後半は９時間を超えていないので、

＝ 9時間＝ 9.5時間

① 特定日の運転時間（Ａ時間）と特定日の前日の運転時間（Ｂ時間）との平均
② 特定日の運転時間（Ａ時間）と特定日の翌日の運転時間（Ｃ時間）との平均
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2 ２週平均１週の運転時間
（改善基準告示第４条第１項第６号）

２週間を平均した１週間当たり（２週平均１週）の運転時間は、44時間以内です。

　２週における総運転時間を計算する場合は、特定の日を起算日として２週ごとに区切り、その２週ごとに計
算します。

〈 ポイント 〉 ２週平均１週の運転時間の計算方法

（図）２週平均１週の運転時間の考え方

運転時間（44） その他 運転時間（44） その他

1週目 2週目

平均44①

運転時間（42） その他 運転時間（46） その他

1週目 2週目

平均44②

運転時間（46） その他 運転時間（44） その他

1週目 2週目

平均45

起算日

③

・ ①について、2週平均１週の運転時間は 44時間　＋　44時間

2
＝ 44時間であり、基準を満たしています。

・ ②について、２週平均１週の運転時間は 42時間　＋　46時間

２
＝ 44時間であり、基準を満たしています。

・ ③について、２週平均１週の運転時間は
   改善基準告示違反になります。  

46時間　＋　44時間

２
＝ 45時間 ＞ 44時間であり、



1時間20分
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連続運転時間3

サービスエリア又はパーキングエリア等が満車である等により駐車又は停車できず、やむを得ず連続運転時間が
４時間を超える場合には、４時間30分まで延長することができます。

・ 「おおむね連続10分以上」とは？
運転の中断は原則10分以上とする趣旨であり、例えば10分未満の運転の中断が３回以上連続する等の場
合は、「おおむね連続10分以上」に該当しません。

・ 「サービスエリア又はパーキングエリア等」には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれます。

！

・ 連続運転時間は４時間以内です。
・ 運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に、30分以上の運転の中断が必要です。
　中断時には、原則として休憩を与えなければなりません。
・ 運転の中断は、１回がおおむね連続10分以上とした上で分割することもできます。
　ただし、１回が10分未満の運転の中断は、３回以上連続してはいけません。

　連続運転時間は４時間以内が原則であり、例外が設けられたことをもって、連続運転時間が４時間30分に
延長されたと解してはなりません。このことを踏まえ余裕をもった運行計画を作成しましょう。また、運転の中
断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成しましょう。

〈 ポイント 〉 連続運転時間の考え方

（図）連続運転時間と運転の中断

・ ①③④について、運転開始後４時間以内又は４時間経過直後に、１回がおおむね連続10分以上、合計が30分以
上運転を中断しているので、基準を満たしています。

・ ②について、運転直後に連続30分運転を中断しているものの、連続運転時間が４時間を超えているので、改善
基準告示違反になります（例外が適用されていない場合）。

・ ⑤について、１回が10分未満の運転の中断が３回連続しているので、改善基準告示違反になります。

４時間 30分①

４時間10分 30分②

２時間40分 1時間20分20分③

④

⑤

10分

1時間20分 1時間20分 1時間20分10分※ 10分※

10分未満

10分※

1時間20分 1時間20分

10分未満 10分未満
連続運転時間 運転の中断（原則休息）

※おおむね連続10分以上

連続運転時間のカウントは、運転の中断が合計30分に達したところでリセットされます。

合計30分以上

（改善基準告示第４条第１項第７号、第８号）

【原則】

【例外】
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